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事業評価監視委員会 道路事業 位置図

長野県

東京都

群馬県

千葉県：再評価

①事業採択後、5年以上経過した時点で未着工

②事業採択後、10年以上を経過した時点で継続中の事業

③準備・計画段階で5年間が経過している事業

④再評価実施後、5年間が経過している事業

山梨県

埼玉県

神奈川県

茨城県

千葉県

栃木県
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国道18号
長野東バイパス ②



１．事業の目的と計画の概要１．事業の目的と計画の概要
（1）目的

・長野市中心部の交通渋滞の緩和
・交通安全の確保

（2）計画の概要

標準断面図 単位：ｍ
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21,400～32,200台／日：計画交通量

約160億円：事 業 費

平成12年度：事 業 化

４車線：車 線 数

80km/h：設 計 速 度

第３種第１級：道 路 規 格

28.0m：幅 員

2.8km：計 画 延 長

ながの ながの きたながいけ

自）長野県長野市北長池
ながの ながの やなぎはら

至）長野県長野市柳原

：区 間



H3年3月22日 都市計画決定（東外環状線） H15年度 地元設計協議を実施

H12年度 事業化、路線測量などに着手 H16年度 用地取得に着手

H13年度 調査設計の実施 H17～20年度 道路及び橋梁詳細設計を実施、用地取得推進

H14年度 地質調査、調査設計を実施 H21年度 用地取得推進
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「長野東バイパス」の事業経緯

長野市23,590台/日
（0.83）

33,802台/日
（2.41）

凡例
H17センサス交通量

（混雑度）

２ー１．事業進捗の状況２ー１．事業進捗の状況

29,595台/日
（1.59）

27,237台/日
（1.53）

62,714台/日
（1.38）

51,616台/日
（0.83）

29,025台/日
（2.05）

須坂市
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国道１８号の渋滞発生状況 国道１８号の混雑度と主要渋滞ポイント

・長野市中心部では郊外からの流入交通や通過交通が国道18号に集中し、南北方向にて交通渋滞が発生。

・特に、国道18号では主要渋滞ポイントや“イライラ”（移動性阻害）箇所が多数存在しているため、通過交通の
分散が期待される長野東バイパスの整備が必要。

・国道18号の並行区間のうち、６．６kmが既供用であるのに対し、その一部を担う長野東バイパスは未供用。
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平日混雑度

1.00　未満
1.25　未満
1.75　未満
1.75　以上

平日混雑度

1.00　未満
1.25　未満
1.75　未満
1.75　以上

資料：H17道路交通センサス

（1）国道18号の渋滞損失

３－１．事業の必要性に関する視点３－１．事業の必要性に関する視点

渋滞損失額：約５６億円/年（約20万人時間/年・km；県平均の約10倍）

県平均：
約1.9万人時間/年・km

国道18号：
約20万人時間/年・km

資料：H20プローブデータ

渋滞損失時間
[万人時間/年・km]

５ 未満
10　未満
20　未満
20　以上

渋滞損失時間
[万人時間/年・km]

５ 未満
10　未満
20　未満
20　以上

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

国道18号 長野県平均

（万人時間/年・km）

約10倍
20

1.9

図 国道１８号の渋滞損失時間

供用区間 L=6.6km



国道１８号の死傷事故率 国道18号に接続する（一）三才大豆島中御所線の交通状況
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期待される効果

・長野東バイパスへ交通量が転換することで、国道１８号の
交通量が減少し事故抑制に寄与。

・長野東バイパスへの交通量の転換に伴い、国道１８号に接
続する路線の交通量が減少し、児童等の安全確保に寄与。図 国道１８号の死傷事故率

写真① 通学路を通り抜ける車両

図 通学路の指定区間

①

②

写真② 児童の傍を走行する車両

死傷事故率
[件/億台キロ]

100 未満
300 未満
300 以上

出典：H16～H19事故統合データベース

凡 例

通学路指定区間朝陽小学校

県平均：
43.2件/億台キロ

３－２．事業の必要性に関する視点３－２．事業の必要性に関する視点
（2）国道18号の事故発生状況

・国道18号では、死傷事故率が300件/億台キロを越える区間が多数存在し、県平均の約４倍の事故が発生。

・渋滞する国道18号を迂回する交通が通学路である（一）三才大豆島中御所線に流入。

国道18号
162.0件/億台キロ

H17センサス交通量 ：9,060台/日
平日混雑度 ：3.08

朝陽小学校

北
尾
張
部

162.0

43.2

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

国道18号 長野県平均

（件/年・億台キロ）

約４倍



３－３．事業の必要性に関する視点（環境）３－３．事業の必要性に関する視点（環境）

・国道１８号には、夜間要請限度（70dB）の超過箇所が存在。

・住居・工業系用途地域内の夜間*）12時間交通量は最大で15,600台/12時間、うち貨物車類は4,200
台/12時間（長野県内の国道の夜間貨物車類平均交通量の約４倍）。騒音環境悪化の一因。

期待される効果

騒音発生状況

・夜間交通量が国道１８号から長野東バイパスへ
転換することで、夜間騒音の抑制に寄与。

現地（長野大橋周辺）の状況

（3）国道１８号の夜間騒音

図 国道１８号の夜間騒音と夜間12時間交通量

夜間貨物車類平均交通量
（長野県内の国道を対象）：約1,000台

夜
間
１
２
時
間

交
通
量
﹇台
﹈

15,600 写真 国道１８号を走行する大型車

県平均の約４倍

出典： H20道路環境センサス
長野市地域区分図

出典：H17道路交通センサス

凡 例

夜間70dB超過
夜間70dB非超過
商業系用途地域
住居・工業系
用途地域
農用地区域

4,200

乗用車類・貨物車類
貨物車類

*）夜間：19:00～7:00までの12時間
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４．費用対効果（計算条件）４．費用対効果（計算条件）

■総便益（Ｂ）

■総費用（Ｃ）

道路事業に関わる便益は、平成42年度の交通量を、整備の有無それぞれ
について推計し、「費用便益分析マニュアル」に基づき３便益を計上した。
【３便益：走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】

当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上した。

■計算条件

・基準年次 ：平成21年度
・供用開始年次 ：平成36年度
・分析対象期間 ：供用後50年間
・基礎データ ：平成17年度道路交通センサス
・交通量の推計時点：平成42年度
・計画交通量 ：２１，４００～３２，２００（台/日）



注1）便益・費用については、基準年における現在価値化後の値である。
注2）費用及び便益額は整数止めとする。
注3）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。
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基準年：平成2１年度

9億円

維持管理費

143億円134億円
１．６

総費用事業費
費用費用((ＣＣ))

229億円4億円7億円218億円

費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

総便益
交通事故

減少便益

走行経費

減少便益

走行時間

短縮便益便益便益((ＢＢ))

9億円

維持管理費

104億円95億円

２．２総費用事業費
費用費用((ＣＣ))

229億円4億円7億円218億円

費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

総便益
交通事故

減少便益

走行経費

減少便益

走行時間

短縮便益便益便益((ＢＢ))

４．費用対効果４．費用対効果

■事業全体

■残事業
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H18H17

工事

用地

年度 H22～H21H20H19H16…H12

用
地
推
進

用
地
取
得
に
着
手

事
業
化

５．事業進捗の見込みの視点５．事業進捗の見込みの視点

・長野東バイパスの用地取得率は約６４％

・東外環状線建設促進期成同盟会による長野東バイパスの事業促進に向けた要望活動の実施（H21.7）

・長野東バイパスの早期完成は、長野市長のマニフェストの一つ

■暫定供用・未供用区間に係る工程表
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６．今後の対応方針（原案）６．今後の対応方針（原案）
（1）事業の必要性等に関する視点

（2）事業進捗の見込みの視点

（3）対応方針（原案）

・長野市中心部では郊外からの流入交通や通過交通が国道18号に集中し、南北方向にて交通渋滞が発生。
・国道18号の並行区間のうち、６．６kmが既供用であるのに対し、その一部を担う長野東バイパスは未供用。

・国道18号（長野東バイパスの並行区間）では、死傷事故率が300件/億台キロを越える区間が多数存在し、県
平均の約４倍の事故が発生。

・住居・工業系用途地域内の夜間12時間交通量は最大で15,600台/12時間、うち貨物車類は4,200台/12時
間（長野県内の国道の夜間貨物車類平均交通量の約４倍）。騒音環境悪化の一因。

・費用対効果（Ｂ／Ｃ）は１．６。

・長野東バイパスの用地取得率は約６４％。

・東外環状線建設促進期成同盟会による長野東バイパスの事業促進に向けた要望活動の実施（H21.7） 。

・長野東バイパスの早期完成は、長野市長のマニフェストの一つ。

事業継続

・事業の必要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。


